
北斗市空家等の適切な管理に関する条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、空家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めることにより、良好な生活環境を保全し、安全で安心なまちづくりの推進に寄与す

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。 

 （自主解決との関係） 

第３条 この条例の規定は、空家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争

の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。 

（所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、当該空家等が周辺

の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において適切に管理しなければなら

ない。 

（市の責務） 

第５条 市は、第１条の目的を達成するため、空家等に関する対策の実施その他の空家等

に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。 

（市民等による情報提供） 

第６条 市民等は、適切な管理が行われていないことにより周辺の生活環境に悪影響を及

ぼすおそれのある空家等を発見したときは、その情報を市に提供するよう努めるものと

する。 

（空家等対策協議会） 

第７条 法第７条第１項の規定に基づき、法第６条第１項の規定による空家等対策計画の

作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、北斗市空家等対策協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、１０人以内の委員をもって組織する。 

３ 委員は、市長のほか、学識経験者その他の市長が必要と認める者のうちから市長が委

嘱する。 

４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（空家等の活用） 

第８条 市は、空家等に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ず

るものとする。 



（立入調査） 

第９条 市長は、法第９条第２項の規定により、同法第１４条第１項から第３項までの規

定の施行に必要な限度において、職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所

に立ち入って調査をさせることができる。 

 （特定空家等の認定） 

第１０条 市長は、空家等の管理が適切でなく、法第２条第２項に規定する状態にあると

認めるときは、当該空家等を特定空家等に認定することができる。 

 （助言又は指導） 

第１１条 市長は、法第１４条第１項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該

特定空家等に関し、除却、修繕、立木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。 

 （勧告） 

第１２条 市長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空

家等の状態が改善されないと認めるときは、法第１４条第２項の規定により、当該助言

又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木の伐採その他

周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

 （命令） 

第１３条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係

る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第１４条第３

項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとる

ことを命ずることができる。 

 （代執行） 

第１４条 市長は、前条の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても期限

までに完了する見込みがないときは、法第１４条第９項の規定により、行政代執行法（

昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自らその措置を命ぜられた者がなす

べき行為をし、又は第三者にこれを行わせ、その費用をその措置を命ぜられた者に請求

することができる。 

（経費の補助） 

第１５条 市長は、特定空家等の除却を行う所有者等に対し、別に定めるところにより、

予算の範囲内において、その経費の一部を補助することができる。 

（軽微な措置） 

第１６条 市長は、地域における防犯上又は生活環境の保全上必要があると認めるときは、

空家等の門扉や扉又は窓の閉鎖、飛散物の移動その他の軽微な措置を講ずることができ



る。 

（緊急時の措置） 

第１７条 市長は、災害その他特別の事情により、市民の生命、身体又は財産に危害を及

ぼすおそれがある空家等について、所有者等に必要な措置を行わせることができず緊急

の必要があると認めるときは、当該危害を回避するために必要最小限の措置を講ずるこ

とができる。この場合において、市長は、当該措置に要した費用をその所有者等に請求

することができる。 

（関係機関との連携） 

第１８条 市長は、空家等の適切な管理のため必要があると認めるときは、市の区域を管

轄する警察、消防その他関係機関に協力を求めることができる。 

（情報提供） 

第１９条 市長は、地域の安全を確保するためその他必要があると認めるときは、空家等

の所在地、状態等の情報を、当該空家等の所在する地域の住民組織、学校その他必要と

認める者に提供することができる。 

（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年北斗市条例第

３３号）の一部を次のように改正する。 

  別表公害対策審議会委員の部の次に次のように加える。 

 

空家等対策協議会委員 日額 ６，２００円 日額 １，０００円 北斗市特別職の職

員の給与に関する

条例(平成１８年北

斗市条例第３５号)

による副市長相当

額 

 


